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大船渡市総合計画 2021 基本構想（案） 主な修正内容対照表 

頁 修正前（第 4 回総合計画審議会時の内容） 修正後 

1 第１章 はじめに 

第１節 計画策定の意義と役割 

２ 行政経営の指針 

本計画は、市政の長期的展望を踏まえ、役割や意図を明確にする

戦略計画であり、                 行政経営

の品質向上を目指す指針としての役割を担います。 

 

 

 

本計画は、市政の長期的展望を踏まえ、役割や意図を明確にする

戦略計画であり、ＳＤＧｓの対応を考慮した計画として、行政経営

の品質向上を目指す指針としての役割を担います。 

3 第３節 計画の進行管理 

今後も厳しい財政状況が…（中略）…。 

成果目標の進行管理に当たっては、事務事業実施後に成果指標

を把握し、達成状況や有効性、効率性等をチェックしながら、基本

事業や事務事業の見直し等を行い、その結果を公表します。   

                              

                     

 

 

成果目標の進行管理に当たっては、事務事業実施後に成果指標

を把握し、達成状況や有効性、効率性等をチェックしながら、基本

事業や事務事業の見直し等を行い、その結果を公表します。また、

毎年実施している市民意識調査を継続して実施することにより、

施策や基本事業等の成果指標を把握します。 

26 第４章 将来都市像 
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45 

                   

                   

                              

                              

                              

                              

           

                              

                              

第９章 総合計画とＳＤＧｓとの関わり 

第１節 総合計画とＳＤＧｓとの関連 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、発展途上国と先進国が共

に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標であり、2015 年の国

連サミットで全会一致で採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」に記載されている、2016 年から 2030 年までの

国際目標です。 

持続可能な世界を実現するための 17のゴールと 169 のターゲッ

トから構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one 
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＜将来都市像＞ 
ともに創る やすらぎに包まれ 

活気あふれる三陸のにぎわい拠点 大船渡 

＜将来都市像＞ 
ともに創る やすらぎに包まれ 

活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 大船渡 
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頁 修正前（第 4 回総合計画審議会時の内容） 修正後 

                              

                    

                              

                              

                              

                       

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                 

                              

                             

behind）社会の実現を目指し、経済・社会・環境の諸問題を統合的

に解決することの重要性が示されています。 

ＳＤＧｓの達成に向けた取組は、様々な課題の解決に貢献し、持

続可能で自立した地域社会の構築につながることから、当市にお

いても、ＳＤＧｓの理念や 17 のゴールを踏まえながら、総合計画

の推進・取組の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 施策の大綱とＳＤＧｓとの関連 

この計画に掲げる七つの施策の大綱と、それを通じて達成しよ

うとするＳＤＧｓの 17 のゴールとの関連は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓに掲げる 17 のゴール 

目標１ 貧困をなくそう 
目標２ 飢餓をゼロに 
目標３ すべての人に健康と福祉を 
目標４ 質の高い教育をみんなに 
目標５ ジェンダー平等を実現しよう 
目標６ 安全な水とトイレを世界中に 
目標７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに 
目標８ 働きがいも経済成⻑も 
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

目標 10 人や国の不平等をなくそう 
目標 11 住み続けられるまちづくりを 
目標 12 つくる責任 つかう責任 
目標 13 気候変動に具体的な対策を 
目標 14 海の豊かさを守ろう 
目標 15 陸の豊かさも守ろう 
目標 16 平和と公正をすべての人に 
目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 


